
鹿屋市住民票等交付申請受付機の設置及び管理に関する規則を廃止する規

則 

鹿屋市住民票等交付申請受付機の設置及び管理に関する規則（平成25年鹿屋市規

則第32号）は廃止する。 

   附 則 

この規則は、令和５年９月15日から施行する。 

 


